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は遺産税の存続・強化を主張する立場であり、両

党間での長い綱引きの歴史がある。

ここで最近の遺産税の動向についてコメントし

ておくと、 年に共和党のブッシュ政権の下で

「

」（以下「 年法」という。）が制

定され、 年には遺産税を廃止することが決定

されていた。その内容は、 年～ 年にかけ

て段階的に遺産税の非課税限度額を拡大するとと

もに、最高税率を逓減させ、 年には遺産税を

全廃させるというものであった。この法律にはサ

ンセット条項 時限措置 が存在したため、 年

月 日までに議会が遺産税廃止の恒久法の立

法を行わない限り、遺産税制は 年 月 日以

降は 年法施行前の従来の遺産税法に戻るこ

とになっていたところ、 年に発足した民主党

のオバマ政権は、 年以降の遺産税を最高税率

％、基礎控除額を 万ドルに固定する内容の

恒久的な改正遺産税制法を成立させた。その後、

年には基礎控除額を維持しつつも（夫婦間で

は基礎控除額は倍）、最高税率が ％に引き上げ

られ、 年には基礎控除額が 万ドルから

万ドルへとさらに倍（日本円に換算すれば

約 億円から約 億円）の金額に引き上げられた。

なお、この金額はインフレ率に応じて毎年変更さ

れることになっている。

なお、米国では連邦税のほかに州税があり相続

税についてはカリフォルニア州をはじめ 州が

非課税であるが、州税を課税する州もある。なお、

州の相続税についてまで正確な調査結果が把握で

きないため、ここではこれ以上は立ち入らない。

 
 
 

 
（図表 ）
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（図表 ）最近 年間における相続税を廃止した国と廃止年

オーストラリア 1979  香港 2006 
ニュージーランド 1992  シンガポール 2008 
スウェーデン 2004  オーストリア 2008 
ポルトガル 2004  ノルウェー 2014 

（注）日本税理士連合会「相続税の機能と今後の税制の在り方について」（平成 年 月 日）による。

 
２．諸外国の相続税制の概観

日本税理士連合会「相続税の機能と今後の税制

の在り方について」（平成 年 月 日）によ

れば、わが国を除く 諸国（アメリカ、イギリス、

ドイツ、フランス、イタリア、カナダ）のうち、

相続税のない国はカナダのみである。カナダは

年に相続税を廃止した（ただし、カナダには、

死亡による資産の移転を資産の処分と見做し、そ

れまでのキャピタルゲインの一部に譲渡所得税の

課税を行う仕組みがあり、これが相続税の機能を

一部代替しているとも考えられる）。

また、先に触れた、アメリカでは 年の税制

改正により、同年から 年まで、段階的に相続

税の減税を行うとともに 年にはいったん相

続税は廃止状態になったが、 年までの時限立

法であったため、上記１で述べた通り、翌年の

年には 年までとは異なる形を変えた改

正相続税制法が復活している。なお、イタリアで

も、 年の税制改正により相続税を廃止したが、

年から再導入されている。

このように主要先進国ではそれぞれの国の事情

により紆余曲折があるものの、相続財産に対する

課税が行われているのが一般的であると言える。

しかし、上記以外の諸外国における相続税制の

                                                      
イタリアでは、相続税課税が資産保有額が低額な又は

中間程度の階層にも及ぶ一方、富裕層がタックスプラニ

ングを駆使して課税を逃れること、徴税コストに比して

税収が小さいことが 年の相続税の廃止理由とされ

たが、 年に、低額又は中間程度の階層に対する非

課税措置を講じた上で、再導入された。 加盟 か国

中、 か国で相続税制度が存在しており、 諸国内で

の横並びやイタリアの財政収支の悪化が悪評のため、イ

タリアは相続税を含めて税収確保対策を強化する必要

があったものとみられる。

状況を、資料が把握できる か国について、「平

成 年 月経済産業省「対外直接投資促進体制整

備等調査」によって見ると、 諸国以外において

相続税の無い国は か国であり、その数は相続税

制を持つ か国を大きく上回るという調査結果

が報告されている。また、相続税制の無い か国

の中には、かつて相続税を有していたが、その後

に廃止した国も少なくない（図表 ）。相続税を廃

止した国の事情は様々であろうが、富裕層の海外

転出の防止・富裕層の国内誘致の促進のほか、個

人事業者の事業承継への悪影響の防止、低い徴税

のコストパーフォーマンス、不明確な所得再分配

効果などが考えられる。

（参考）相続税を廃止した諸国の背景事情

①オーストラリア

オーストラリアが 年に相続税を廃止した

要因として、①免税点が低く資産規模が中程度の

ものにまで広く課税が及び、特に農家からの不満

が募ったこと、②相続税が連邦と州の両方から課

され納税金額が高かったこと、③裕福な人ほど相

続税対策を事前におこない、中小規模の資産保有

者が相続税の実質的負担者になっていたこと等が

指摘されている。

②スウェーデン

スウェーデンが 年に相続税を廃止した背

景として、①不動産価額の高騰により、相続人の

相続税納付が困難になったこと、②中小事業者の

事業承継の障害になったこと、③被相続人が外国

に 年超居住することにより相続税を回避でき

たこと、④相続税の税収全体に占める比率が

％に過ぎなかったこと等が挙げられている。

                                                      
この項の記述は主として渡辺裕康「相続税廃止の世界

的潮流と日本」（税経通信、 年 月）を参考にした）。
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（図表 ）最近 年間における相続税を廃止した国と廃止年
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（注）日本税理士連合会「相続税の機能と今後の税制の在り方について」（平成 年 月 日）による。
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景として、①不動産価額の高騰により、相続人の

相続税納付が困難になったこと、②中小事業者の

事業承継の障害になったこと、③被相続人が外国

に 年超居住することにより相続税を回避でき

たこと、④相続税の税収全体に占める比率が

％に過ぎなかったこと等が挙げられている。

                                                      
この項の記述は主として渡辺裕康「相続税廃止の世界

的潮流と日本」（税経通信、 年 月）を参考にした）。

（図表 ）

２－２．米国

米国では、生涯にわたる累積贈与額と遺産額の

全体に対して遺産税を一体的に課税する仕組みの

ため、資産移転の時期に対して相続・贈与税制が

中立的な制度になっている。特徴的なことは、図

表 では 万ドル（約 億円）という非常に

高額の相続税の税額控除があることから（ 万

ドルという税額控除額は、元になる課税最低限の

基礎控除額ベースで示すと 万ドルとなる。

いずれも 年 月ベース）、米国の相続税制は

                                                      
イギリスの相続税制については、 年 月、 月

の税制調査会にドイツ、フランス並みの細かい関連資料

が提出されていないため、今回の本研究ノートでは、そ

の紹介・説明を行っていない。大雑把に言えば、イギリ

スでは、相続税に、生前における贈与も含まれている。

ただし、 年に潜在的免税贈与（

）という概念が導入され、ほとんどの

生前贈与は潜在的免税贈与として扱われ、この潜在的免

税贈与に区分されると、贈与者がその贈与の時点から

年以内に死亡した場合にのみ納税義務が発生する。この

ようなイギリス特有の概念があることもあり、イギリス

では、タックスプラニングの余地が非常に大きく、金持

ちはタックスプラニングにより相続税を回避すること

が可能であるが、中間層はこのようなタックスプラニン

グが使えず、相続税の負担を回避できないとの批判があ

る。

限られた富裕層向けの課税制度になっていると言

える。なお、この基礎控除額 万ドル（約

億円）は 年 月に前年の倍の水準に引き上げ

られたものである。ちなみに、戦後の短期間（昭

和 年から昭和 年）日本に適用された相続税

制も、シャープ税制の導入の名のもとに、アメリ

カ型の生涯累績型の相続税に近い形をとっていた

（図表 ）。
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（図表 ）

２－３．ドイツ

ドイツは亡くなる直前の 年間の累積贈与額

と相続財産に対して相続税を一体的に課税する制

度であり部分的な一体課税制度と見ることができ

る（図表 ）。

２－４．フランス

フランスの場合は相続開始前 年間の累積贈

与額が相続財産とともに一体的に課税対象になる、

ドイツと同様の制度である（図表 ）。

（図表 ）
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（図表 ）

２－３．ドイツ

ドイツは亡くなる直前の 年間の累積贈与額

と相続財産に対して相続税を一体的に課税する制

度であり部分的な一体課税制度と見ることができ

る（図表 ）。

２－４．フランス

フランスの場合は相続開始前 年間の累積贈

与額が相続財産とともに一体的に課税対象になる、

ドイツと同様の制度である（図表 ）。

（図表 ）

（図表 ）

２．各国の相続税制のまとめ

上記の各国相続税制の概要を踏まえ、その特徴

を、上記に個別の紹介をしていない英国を含めて

整理すると以下の図表 のよ

うになる。日本では相続税に比して贈与税に対し

て高い累進税率が課される一方、アメリカをはじ

めとする欧米諸国は税率や基礎控除額等に大きな

差異があるものの、相続税・贈与税が一体化され

た制度になっている。最初の述べたとおり、 諸

国には相続税の課税制度があるが、全世界的に見

ると、相続税制を持たない国や廃止に踏み切る国

も少なくない。経済がグローバル化し、人や物の

移動が活発化すれば、今後、日本の相続税制を考

えるに当たっても、グローバルスタンダードの観

点から、諸外国の税制をも考慮し、それらとの整

合性に留意をせざるを得ない状況が生まれよう。

そのような観点から見ると、日本における相続

時精算課税制度は欧米で現在施行されている相続

税と贈与税の一体的な課税方式と比較的親和性が

あり、資産移転の時期に対する税制の中立性の確

保に資するものであるから、日本税理士連合会が

平成 年 月に提言しているように、その普及

を促進するために、特別控除額（現行 万円）

の拡充を図るほか、現在は贈与時の時価に特定さ

れている贈与財産の価額評価時点について、それ

が下落した場合に、そのリスクを軽減するための

仕組み等当の導入を検討する必要があると考えら

れる（図表 ， ， ， ， ， ）。
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（図表 ）

（図表 ）
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（図表 ）

（図表 ）

（図表 ）

（図表 ）
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（図表 ）各国相続税の最高税率（ 年 月現在）（単位：％）

（注）図表「主要国における相続税の概要」から転記。

（図表 ）子供一人が相続する場合の非課税限度額（単位：万円）

（注）１．図表「主要国における相続税の概要」から転記

２．換算レートは ドル＝ 円、 ポンド＝ 円、 ユーロ＝ 円（ 年 月現在）

（参考）（検証が必要な日本における個別政策目的

の贈与税非課税措置）

日本では、人口減少が本格化した平成 年代以

降、相続人の高齢化、少子化の進行といった社会

構造の変化の中で、若年層への早期の資産移転を

促進することにより、経済の活性化等を目指して、

贈与税について各種の個別政策を目的とした非課

税優遇措置が時限的に講じられている。具体的に

は①住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例（平

成 年度導入）、②教育資金の一括贈与を受けた

場合の特例（平成 年度導入）、③結婚・子育て

資金の贈与を受けた場合の特例（平成 年度導入）

がある。これらは相続を待たずに若年層に早期の

資産承継を可能とさせるという点で意味を持つも

のであるが、利用者が裕福な親族を持つ比較的所

得水準の高い層に偏ることも否定できない事実で

あり、その適用範囲の拡大や要件の緩和は相続税

の補完税としての贈与税の機能を弱める怖れがあ

ることに留意が必要である。これらの非課税措置

に係る時限的な適用期限の到来時には、その経済

対策としての効果を検証し、廃止を含めた特例の

縮小が検討されるべきであろう。現に、②、③の

贈与については、 年 月以降の贈与から、受

贈者の合計所得金額が 万円以下の者に適用

が限定されることになった（②、③の非課税特例

制度自体の適用期限についてはいずれも 年

月末まで延長）。また使途についてもそれぞれ若干

の制限の強化が図られている。なお住宅取得資金

の贈与を受けた場合の特例の適用は、従来より、

合計所得金額が 万円以下の者に限られてい

る（図表 ， ， ）。

（補論）人及び財産の国際間移動と租税回避防止

のための措置

年度の税制改正により、国外財産調書制度

が導入され、その年の 月 日において国外財

産の価額の合計額が 万円を超える居住者に
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（図表 ）各国相続税の最高税率（ 年 月現在）（単位：％）

（注）図表「主要国における相続税の概要」から転記。

（図表 ）子供一人が相続する場合の非課税限度額（単位：万円）

（注）１．図表「主要国における相続税の概要」から転記

２．換算レートは ドル＝ 円、 ポンド＝ 円、 ユーロ＝ 円（ 年 月現在）

（参考）（検証が必要な日本における個別政策目的

の贈与税非課税措置）

日本では、人口減少が本格化した平成 年代以

降、相続人の高齢化、少子化の進行といった社会

構造の変化の中で、若年層への早期の資産移転を

促進することにより、経済の活性化等を目指して、

贈与税について各種の個別政策を目的とした非課

税優遇措置が時限的に講じられている。具体的に

は①住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例（平

成 年度導入）、②教育資金の一括贈与を受けた

場合の特例（平成 年度導入）、③結婚・子育て

資金の贈与を受けた場合の特例（平成 年度導入）

がある。これらは相続を待たずに若年層に早期の

資産承継を可能とさせるという点で意味を持つも

のであるが、利用者が裕福な親族を持つ比較的所

得水準の高い層に偏ることも否定できない事実で

あり、その適用範囲の拡大や要件の緩和は相続税

の補完税としての贈与税の機能を弱める怖れがあ

ることに留意が必要である。これらの非課税措置

に係る時限的な適用期限の到来時には、その経済

対策としての効果を検証し、廃止を含めた特例の

縮小が検討されるべきであろう。現に、②、③の

贈与については、 年 月以降の贈与から、受

贈者の合計所得金額が 万円以下の者に適用

が限定されることになった（②、③の非課税特例

制度自体の適用期限についてはいずれも 年

月末まで延長）。また使途についてもそれぞれ若干

の制限の強化が図られている。なお住宅取得資金

の贈与を受けた場合の特例の適用は、従来より、

合計所得金額が 万円以下の者に限られてい

る（図表 ， ， ）。

（補論）人及び財産の国際間移動と租税回避防止

のための措置

年度の税制改正により、国外財産調書制度

が導入され、その年の 月 日において国外財

産の価額の合計額が 万円を超える居住者に
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国外財産状況の提出が義務づけられ、 年１月

から施行されている。また、 年度の税制改正

により、その年分の総所得金額及び山林所得金額

の合計額が 万円を超え、かつ、その年の

月 日において価額の合計額が 億円以上の財産

又は 億円以上の有価証券、未決済信用取引等の

国外転出特例対象財産を有する者には、 年

月 日以降に財産の種類、数量及び価額並びに債

務の金額等を記載した財産債務調書を翌年の 月

日までに税務署へ提出することが義務づけら

れた。

上記以外の調書制度としては、国外送金等調書

（ 年 月 日より施行）、国外証券移管等調

書（ 年 月 日より施行）、があり、税務情

報の国際間の交換のための仕組みとして、二国間

租税条約に基づく情報交換、タックスヘイブンと

の情報交換協定、租税執行共助条約に基づく情報

交換、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を

税務当局に報告し、これを各国税務当局間で自動

的に交換する情報交換等がある。相続・贈与の場

合を含む財産の国外移動は租税情報ネットワーク

の拡充が続々と図られる現在、ガラス張りで把握

されていると考えるべき状況になっている。

さらに 年度税制改正により、一定の居住者

が 億円以上の有価証券あるいは未決済信用取引

等の対象資産を所有している場合で、①対象者が

国外転出するとき、②対象者が国外に居住する親

族等に対して対象資産を贈与するとき、③対象者

が亡くなり相続または遺贈する場合で、国外に居

住する相続人等が対象資産を取得するとき、

年 月 日以降に発生した事実に対して、対象資

産の含み益に対して所得税が課税される国外移転

時課税制度が創設されている。この制度では、居

住者が含み益のある対象資産を国外に移転して、

譲渡益課税のない国で対象資産の譲渡を行い、租

税回避を図る場合のみならず、相続、遺贈、贈与

に起因する対象資産の国外移転も課税対象になる。

（図表 ）
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（図表 ）

（注）１．教育資金の範囲について  

２．本非課税措置は、 年度（平成 年度）税制改正により、 年 月 日まで延長された。

３． 年度税制改正において、信託口座設定後、 年以内に贈与者が死亡し、その時点で受贈者が 歳以上

である等、一定の場合、新たに、未使用教育資金贈与金額が贈与者の死亡時の相続財産に加算されること

になった（ 年 月 日以降に贈与者が死亡した場合に適用される。なお、結婚・子育て資金の非課税

措置における贈与者の死亡時の未使用残高はもともと贈与者の相続税の加算対象である）。

４．贈与者死亡の場合、上記注３の場合を除き、原則、その時点の教育資金残高は贈与者の相続財産に加算し

ない（持ち戻さない）のに対し、結婚・子育て資金の未使用残高を贈与者の相続財産に加算する（持ち戻

す）のは、後者の結婚・子育て資金は資金使途が広く、悪用されて脱税等の余地が大きいことから、相続

税回避を防止する観点からとられた措置であるとされる。

５．受贈者に未使用教育資金残高が本制度の活用終了時（原則、受贈者が 歳の時点、例外的に 歳まで延

伸できる）にあれば、受贈者はその分の贈与税申告をしなければならない。
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（図表 ）

（注）１．教育資金の範囲について  

２．本非課税措置は、 年度（平成 年度）税制改正により、 年 月 日まで延長された。

３． 年度税制改正において、信託口座設定後、 年以内に贈与者が死亡し、その時点で受贈者が 歳以上

である等、一定の場合、新たに、未使用教育資金贈与金額が贈与者の死亡時の相続財産に加算されること

になった（ 年 月 日以降に贈与者が死亡した場合に適用される。なお、結婚・子育て資金の非課税

措置における贈与者の死亡時の未使用残高はもともと贈与者の相続税の加算対象である）。

４．贈与者死亡の場合、上記注３の場合を除き、原則、その時点の教育資金残高は贈与者の相続財産に加算し

ない（持ち戻さない）のに対し、結婚・子育て資金の未使用残高を贈与者の相続財産に加算する（持ち戻

す）のは、後者の結婚・子育て資金は資金使途が広く、悪用されて脱税等の余地が大きいことから、相続

税回避を防止する観点からとられた措置であるとされる。

５．受贈者に未使用教育資金残高が本制度の活用終了時（原則、受贈者が 歳の時点、例外的に 歳まで延

伸できる）にあれば、受贈者はその分の贈与税申告をしなければならない。

（図表 ）

（注）１．「結婚・子育て資金」の範囲について  

２．本非課税措置は、 年度（平成 年度）税制改正により、 年 月 日まで延長された。

３．贈与者死亡の場合、原則、その時点の未使用教育資金贈与残高は贈与者の相続財産に加算しないのに対し、

結婚・子育て資金の未使用残高を贈与者の相続財産に加算するのは、後者の結婚・子育て資金は資金使途

が広く、悪用されて脱税等の余地が大きいことから、相続税回避を防止する観点からとられた措置である。

４．贈与者が死亡した時点で、未使用の結婚・子育て一括贈与資金があれば、受贈者は、これをみなし相続財

産として、贈与者所轄の税務署に相続税の申告をしなければならない。受贈者が 歳になるまで、贈与者

が生存している場合は、受贈者が 歳になった時点で、受贈者はその時点の未使用結婚・子育て一括贈与

資金残高について、贈与税の申告をしなければならない。
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（終わりに）

冒頭部分で述べたとおり世界的に見ると、相続

税を持たない国の方が相続税を持つ国よりも多い

状況があることに加えて、米国のように課税最低

限を引き上げて、相続税の所得再分配機能を緩和

するところもあるなかで、日本は 年以降、課

税最低限の引下げ、累進相続税率の引上げへと舵

を切っている。先に引用した渡辺裕泰氏の論文「相

続税廃止の世界的潮流と日本」（ ，税経通信）

の中では、相続税制の強化に対して次のような問

題提起が行われているが、これは、今日でも相応

の妥当性を持つ見解ではないかと思われるので、

改めてここでその論拠を紹介しておきたい。

①累進所得税制がある以上、残りの遺産に相続税

を掛ける必要はなく、相続税を掛けると二重課

税となる。

②相続税に所得再分配効果があることを証明する

研究成果がなく、所得再分配効果であれば所得

税を通じても行いうる。

③金持ちはタックスプラニングを用いて相続税を

節税できるが、それを行いづらい者が課税され

るのは不公平である。

④金融資産は課税逃れができるのに、不動産だけ

が捕捉されて課税されるのは不公平である。

⑤住宅価格の上昇の結果、中間層への相続税の課

税は、キャッシュフローのないところへの課税

となるので不満がある。

⑥中小企業等の事業を子供に承継することが難し

くなる。

⑦相続税収の税収全体に占める比率は高くなく、

税収対策にならない。

ただし、フランスのトマ・ピケティ教授による

「 世紀の資本」（ 年）やアメリカのブラン

コ・ミラノウイッチ教授による「

」等の刊行以降、経済のデジタル化

等に伴い、世界的に中間勤労層が没落して、一部

の富裕層に富が集中し、人々の富の分配への不平

等感が強まっていることが明らかになってきてお

り、こうした中で、相続税の課税の在り方につい

ても、従来とは異なる潮目か生まれていることに

も留意が必要である。ここではその一例として加

藤浩国立国会図書館調査及び立法調査局専門調査

員の論文「相続税制の改革にあたっての考え方」

（ ）において紹介されている、 年に相

続税及び贈与税を廃止したオーストリアでの動向

を見ておこう。オーストリアでは、 年以降、

ウイーン大学のビィルフリート・アルツィガー

（ ）教授らのエコノミストが

主導して次のような主張が展開されているという。

こうした動きが、世界的に各国で広がる所得間格

差の拡大に伴い、世界的な潮流になっていくのか

どうかが注目される。

「相続税の導入は、経済的な面からは実現可能

なものであり、社会的な面からは公正なものであ

る。オーストリアにおける遺産は、少数の人々に

高度に集中している。僅かな数の人々が大きな遺

産を受け取り、働かずに豊かになれている。

年の相続税廃止は、資産課税による低い税収をさ

らに一層低くした。遺産への課税の再導入は、正

義をなすための必要条件である。社会的背景が

人々の将来を決定すべきではないからだ。すべて

の子供によい教育を与え、すべての人々に老後に

も尊厳を持つことが可能になるような機会を提供

できるよう、社会的サービスを必要な程度まで拡

充するため、遺産への課税が必要である。それ故、

われわれは相続税・贈与税の可能な限り早急な導

入を政府に要請する。個人が、公正という原則に

立脚してより強固な立場を再度獲得したいと願っ

ている場合、経済政策は主として つの方策を手

段として開始していかなければならない。それは、

相続財産への課税と教育を受ける機会の平等な提

供である」
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（終わりに）

冒頭部分で述べたとおり世界的に見ると、相続

税を持たない国の方が相続税を持つ国よりも多い

状況があることに加えて、米国のように課税最低

限を引き上げて、相続税の所得再分配機能を緩和

するところもあるなかで、日本は 年以降、課

税最低限の引下げ、累進相続税率の引上げへと舵

を切っている。先に引用した渡辺裕泰氏の論文「相

続税廃止の世界的潮流と日本」（ ，税経通信）

の中では、相続税制の強化に対して次のような問

題提起が行われているが、これは、今日でも相応

の妥当性を持つ見解ではないかと思われるので、

改めてここでその論拠を紹介しておきたい。

①累進所得税制がある以上、残りの遺産に相続税

を掛ける必要はなく、相続税を掛けると二重課

税となる。

②相続税に所得再分配効果があることを証明する

研究成果がなく、所得再分配効果であれば所得

税を通じても行いうる。

③金持ちはタックスプラニングを用いて相続税を

節税できるが、それを行いづらい者が課税され

るのは不公平である。

④金融資産は課税逃れができるのに、不動産だけ

が捕捉されて課税されるのは不公平である。

⑤住宅価格の上昇の結果、中間層への相続税の課

税は、キャッシュフローのないところへの課税

となるので不満がある。

⑥中小企業等の事業を子供に承継することが難し

くなる。

⑦相続税収の税収全体に占める比率は高くなく、

税収対策にならない。

ただし、フランスのトマ・ピケティ教授による

「 世紀の資本」（ 年）やアメリカのブラン

コ・ミラノウイッチ教授による「

」等の刊行以降、経済のデジタル化

等に伴い、世界的に中間勤労層が没落して、一部

の富裕層に富が集中し、人々の富の分配への不平

等感が強まっていることが明らかになってきてお

り、こうした中で、相続税の課税の在り方につい

ても、従来とは異なる潮目か生まれていることに

も留意が必要である。ここではその一例として加

藤浩国立国会図書館調査及び立法調査局専門調査

員の論文「相続税制の改革にあたっての考え方」

（ ）において紹介されている、 年に相

続税及び贈与税を廃止したオーストリアでの動向

を見ておこう。オーストリアでは、 年以降、

ウイーン大学のビィルフリート・アルツィガー

（ ）教授らのエコノミストが

主導して次のような主張が展開されているという。

こうした動きが、世界的に各国で広がる所得間格

差の拡大に伴い、世界的な潮流になっていくのか

どうかが注目される。

「相続税の導入は、経済的な面からは実現可能

なものであり、社会的な面からは公正なものであ

る。オーストリアにおける遺産は、少数の人々に

高度に集中している。僅かな数の人々が大きな遺

産を受け取り、働かずに豊かになれている。

年の相続税廃止は、資産課税による低い税収をさ

らに一層低くした。遺産への課税の再導入は、正

義をなすための必要条件である。社会的背景が

人々の将来を決定すべきではないからだ。すべて

の子供によい教育を与え、すべての人々に老後に

も尊厳を持つことが可能になるような機会を提供

できるよう、社会的サービスを必要な程度まで拡

充するため、遺産への課税が必要である。それ故、

われわれは相続税・贈与税の可能な限り早急な導

入を政府に要請する。個人が、公正という原則に

立脚してより強固な立場を再度獲得したいと願っ

ている場合、経済政策は主として つの方策を手

段として開始していかなければならない。それは、

相続財産への課税と教育を受ける機会の平等な提

供である」

（参考文献）

 財団法人日本住宅総合センター「相続・贈与税制
再編の新たな潮流」（ ）

 渡辺裕泰「相続税廃止の世界的潮流と日本」
（ 、税経通信）

 日経新聞「世界の相続税事情は？増税ニッポンと
の比較」（ ）

 加藤浩「相続税制の改革にあたっての考え方」
（ 国立国会図書館 調査及び立法調査局

レファレンス 号）

 経済産業省委託調査「平成 年度内外一体経済成

長戦略構築に係る国際経済調査事業（対内直接投

資促進体制整備等調査（諸外国における相続税制

等調査））」（ 年（平成 年） 月、デロイト ト

ーマツ税理士法人）

 公益財団法人日本税務研究センター「税研 号

「相続税・贈与税の課題とあり方について」」

（ ）

 内閣府「 年度第 回税制調査会説明資料」

）

 内閣府「 年度第 回税制調査会説明資料」

（ ）

 日本税理士連合会「相続税の機能と今後の税制の
在り方について」（ ）

荒井俊行 [あらい としゆき]
[(一財)土地総合研究所 常勤研究顧問]
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（参考資料）相続税法・贈与税法の主な変遷

適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

明治

・

創設

・遺産税方式

・賦課課税

（免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

円

家督・遺産相続の別

に被相続人との親

疎により 区分（

の税率）

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

・軍人・軍属の戦士・

戦病死による相続に

ついては非課税

・原則として国内財産

のみが課税対象

なし（国内の不動産・船舶以

外の財産 円以上を推定相

続人等に贈与した場合は、遺

産相続が開始したものと見

做して相続税を課税）

明治 （直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

大正 （免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

円

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

大正 （免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

千円

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

なし（国内の不動産・船舶以

外の財産 円以上を親族

に贈与した場合は、遺産相続

が開始したものと見做して

相続税を課税）

昭和 被相続人が国内に住所

を有するときは相続財

産のすべてが課税対象

昭和 （直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

扶養控除新設

・死亡による相続開始

・課税価格少額

＊家督相続 万円以下

＊遺産相続 万円以下

＊同居相続人で年齢

歳未満、 歳以上又

は障害者 人当たり

千円以下

昭和 （免税点）

・家督相続

万円

・遺産相続

千円

（直系卑属の場合）

・家督相続

％～ ％

・遺産相続：

％～ ％

軍人・軍属の戦士、戦

病死の場合の非課税規

定廃止
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（参考資料）相続税法・贈与税法の主な変遷

適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

明治

・

創設

・遺産税方式

・賦課課税

（免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

円

家督・遺産相続の別

に被相続人との親

疎により 区分（

の税率）

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

・軍人・軍属の戦士・

戦病死による相続に

ついては非課税

・原則として国内財産

のみが課税対象

なし（国内の不動産・船舶以

外の財産 円以上を推定相

続人等に贈与した場合は、遺

産相続が開始したものと見

做して相続税を課税）

明治 （直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

大正 （免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

円

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

大正 （免税点）

・家督相続

千円

・遺産相続

千円

（直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

なし（国内の不動産・船舶以

外の財産 円以上を親族

に贈与した場合は、遺産相続

が開始したものと見做して

相続税を課税）

昭和 被相続人が国内に住所

を有するときは相続財

産のすべてが課税対象

昭和 （直系卑属の場合）

・家督相続

～ ％

・遺産相続：

～ ％

扶養控除新設

・死亡による相続開始

・課税価格少額

＊家督相続 万円以下

＊遺産相続 万円以下

＊同居相続人で年齢

歳未満、 歳以上又

は障害者 人当たり

千円以下

昭和 （免税点）

・家督相続

万円

・遺産相続

千円

（直系卑属の場合）

・家督相続

％～ ％

・遺産相続：

％～ ％

軍人・軍属の戦士、戦

病死の場合の非課税規

定廃止

適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

昭和 ・遺産税方式

・申告納税制

度導入

・免税点廃止

・基礎控除

万円

家督相続の区分を

廃止するも、被相続

人との親疎による

区分を維持

・第 種（直系卑属）

～ ％

・第 種（直系尊属）

～ ％

・第 種（その他）

～ ％

相続開始前 年以内の

被相続人からの贈与は

相続税の課税価格に加

算

贈与税の創設

・贈与者課税

・一生累積課税

・基礎控除（一生を通じ 万

円）

・税率 ％～ ％

昭和 累積的取得

税導入（遺産

取得税方式

の相続税と

一生累積・受

贈者課税の

贈与税の統

合）

（基礎控除）

一生を通じ

て 万円（財

産取得者ご

と）

・被相続人との親疎

による区分を廃

止

（税率）

・最高

千万円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・無制限納税義務者は

財産の所在を問わず

課税対象。制限納税

義務者は国内財産の

みが課税対象

・配偶者控除の新設（債

務控除後の価格から

分の を控除）

・扶養控除を廃止して

未成年控除を新設

（ 歳未満対象）

相続税と統合

昭和 （基礎控除）

一生を通じ

て 万円（財

産取得者ご

と）

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

昭和 ・遺産取得税

方式

・累積的取得

税廃止（相

続税・贈与

税二本立

て）

（基礎控除）

万円（財産

取得者ごと）

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

相続開始前 年以内の

被相続人からの贈与は

相続税の課税価格に加

算

贈与税復活

・受贈者課税

・暦年課税

・基礎控除 万円

（税率）

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階

昭和 ・遺産取得税

方式

・税額計算に

おいて遺

産税方式

との折衷

方式とし

た

（基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・続開始前 年以内の

贈与は相続に加算

・配偶者控除の改正

遺産額 千万円以下

を基準として納付税

額の 分の を税額

控除

・ 親等の相続人以外

に対する相続税額の

加算新設（ ％加算）

・基礎控除 万円

・同一人からの贈与について

年間累積課税方式を導入

（税率）

・最高 千万円以上 ％

・最低 万円以下 ％

段階

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数
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適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数

・基礎控除 万円

・生前贈与農地等に係る納期

限延長制度の導入

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数

・配偶者控除

の新設：

婚姻期間

年を超える

１年に付き

万円、最高

万円（贈

与税の配偶

者控除の適

用を受けて

いる場合は

適用不可（以

下同じ））

（税率）

・最高

億 千万円超

％

・最低

万円以下

％

段階

配偶者控除制度の新設（控除

額 万円）

（税率）

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階

昭和 配偶者の税額軽減（遺

産額 千万円以下なら

法定相続分まで非課

税）

昭和 配偶者控除

（婚姻期間

年を超え

る 年につ

き、 万円、

最高 万

円）

昭和 ・配偶者の税額軽減（婚

姻期間 年超に応

じて取得財産 千万

円まで非課税

・障害者控除制度の新

設

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

・配偶者控除

（婚姻期間

年を超え

る 年につ

き、 万円、

最高 万

円）

配偶者控除 万円
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適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数

・基礎控除 万円

・生前贈与農地等に係る納期

限延長制度の導入

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法定

相続人数

・配偶者控除

の新設：

婚姻期間

年を超える

１年に付き

万円、最高

万円（贈

与税の配偶

者控除の適

用を受けて

いる場合は

適用不可（以

下同じ））

（税率）

・最高

億 千万円超

％

・最低

万円以下

％

段階

配偶者控除制度の新設（控除

額 万円）

（税率）

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階

昭和 配偶者の税額軽減（遺

産額 千万円以下なら

法定相続分まで非課

税）

昭和 配偶者控除

（婚姻期間

年を超え

る 年につ

き、 万円、

最高 万

円）

昭和 ・配偶者の税額軽減（婚

姻期間 年超に応

じて取得財産 千万

円まで非課税

・障害者控除制度の新

設

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

・配偶者控除

（婚姻期間

年を超え

る 年につ

き、 万円、

最高 万

円）

配偶者控除 万円

適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

・配偶者控除

廃止

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

配偶者の税額軽減（遺

産額の 分の 相当額

（この額より 千万円

の方が大きい場合、は

千万円）までは非課

税

相続税の納税猶予制度

の創設

・基礎控除 万円

・配偶者控除 万円

（税率）

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階

・ 年累積課税制度を廃止

・贈与税の納期限の延長制度

を納税猶予制度に改正

昭和 配偶者の税額軽減制度

の改正（遺産額の 分

の 相当額（この額よ

り 千万円の方が大き

い場合、は 千万円）

までは非課税

昭和 小規模宅地等の課税価

格の計算の特例制度創

設

事業用 ％

事業・居住併用

事業部分 ％

居住部分 ％

居住用 ％

昭和 住宅取得等資金の贈与の特

例創設

・ 万円まで 分 乗

・ 万円まで非課税

昭和 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

・基礎控除、

税額計算

における

法定相続

人に含め

る養子の

数を制限

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・配偶者の税額軽減制

度の改正（配偶者の

法定相続分相当額

（この額より 千万

円の方が大きい場

合、は 千万円）ま

では非課税

・小規模宅地等の課税

価格の計算の特例制

度改正

事業用 ％

事業・居住併用

事業部分 ％

居住部分 ％

居住用 ％

・配偶者控除 千万円

（税率）

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階

平成 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・小規模宅地等の課税

価格の計算の特例制

度改正

事業用 ％

事業・居住併用

事業部分 ％

居住部分 ％

居住用 ％

（税率）

・最高 億万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階
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適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

平成 （基礎控除）

万円＋

万円×

法定相続人

数

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・配偶者の税額軽減制

度の法定相続分相当

額（この額より１億

千万円の方が大き

い場合は１億 千万

円までは非課税）

・小規模宅地等の特例

改正

特定事業用及び特定

居住用 ％

貸付事業用その他

％

住宅取得等資金の贈与の特

例改正

・ 千万円まで 分 乗

・ 万円まで非課税

平成 住宅取得等資金の贈与の特

例改正

・ 万円まで 分 乗

・ 万円まで非課税

平成 納税義務者等の特例の

創設

→財産取得時に国内に

住所を有していなくと

も、一定の要件に当て

はまれば、国外財産に

課税（非居住無制限納

税義務者の創設）

同左

平成 ・基礎控除 万円

・住宅取得等資金の贈与の特

例改正

万円まで 分 乗

万円まで非課税

平成 特定事業用資産の課税

価格の特例創設

特定同族会社株式

％

特定森林施業 ％

平成 相続時精算

課税制度創

設

（税率）

・最高：

億円超 ％

・最低：

千万円以下

％

段階

納税義務者の特例を廃

止し、ほぼ同内容の非

居住無制限納税義務者

の納税義務を本法に規

定して国外財産に課税

・相続時精算課税制度創設

（ 歳以上の父母から 歳

以上の推定相続人）

・特別控除 万円

・税率： ％

税率

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階）

・住宅取得等資金に係る相続

時精算課税制度の特例（特

別控除を 千万円上乗せ、

歳以上の遺贈者の年齢

要件なし

平成 住宅取得資金等贈与非課税

制度廃止（平成 ～ ）
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適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

平成 （基礎控除）

万円＋

万円×

法定相続人

数

（税率）

・最高

億円超 ％

・最低

万円以下

％

段階

・配偶者の税額軽減制

度の法定相続分相当

額（この額より１億

千万円の方が大き

い場合は１億 千万

円までは非課税）

・小規模宅地等の特例

改正

特定事業用及び特定

居住用 ％

貸付事業用その他

％

住宅取得等資金の贈与の特

例改正

・ 千万円まで 分 乗

・ 万円まで非課税

平成 住宅取得等資金の贈与の特

例改正

・ 万円まで 分 乗

・ 万円まで非課税

平成 納税義務者等の特例の

創設

→財産取得時に国内に

住所を有していなくと

も、一定の要件に当て

はまれば、国外財産に

課税（非居住無制限納

税義務者の創設）

同左

平成 ・基礎控除 万円

・住宅取得等資金の贈与の特

例改正

万円まで 分 乗

万円まで非課税

平成 特定事業用資産の課税

価格の特例創設

特定同族会社株式

％

特定森林施業 ％

平成 相続時精算

課税制度創

設

（税率）

・最高：

億円超 ％

・最低：

千万円以下

％

段階

納税義務者の特例を廃

止し、ほぼ同内容の非

居住無制限納税義務者

の納税義務を本法に規

定して国外財産に課税

・相続時精算課税制度創設

（ 歳以上の父母から 歳

以上の推定相続人）

・特別控除 万円

・税率： ％

税率

・最高 千万円超 ％

・最低 万円以下 ％

段階）

・住宅取得等資金に係る相続

時精算課税制度の特例（特

別控除を 千万円上乗せ、

歳以上の遺贈者の年齢

要件なし

平成 住宅取得資金等贈与非課税

制度廃止（平成 ～ ）

適用

年次

相続税

贈与税
課税方式

免税点

基礎控除
税率 その他

平成 ・住宅取得等資金に係る相続

時精算課税制度における

特別控除額 千万円上乗せ

の廃止）

・住宅取得等贈与税非課税制

度復活（以降平成・令和ま

で継続（注２参照）

平成 ・住宅取得等資金に係る相続

時精算課税制度の特例（特

別控除の 千万円上乗せ）

の廃止

平成 ・教育資金一括贈与非課税制

度の創設

平成 （基礎控除）

万円＋

万円×法

定相続人数

税率

・最高：

億円超 ％

・最低：

千万円以下

％

段階

・未成年者控除、障害

者控除の引き上げ

（それぞれ 歳、

歳までの 年につき

万円を 万円に引

き上げる）

・小規模宅地等の特例

改正

→特定居住用宅地の特

例限度面積を ㎡

から ㎡に拡大す

るとともに、特定事

業用宅地（限度面積

㎡）との完全併

用を可とする

・贈与税率の最高税率を引き

上げる。

系尊属からの贈与

万円超 ％

一般

万円超 ％

いずれも最低税率は 万

円以下の場合 ％

・相続税精算課税制度の改正

受贈者、 歳以上の推定相

続人に孫を加える。

贈与者の年齢要件を 歳以

上の者から 歳以上の者に

拡大

・結婚・子育て資金一括贈与

非課税制度創設

平成 個人事業者の事業用資

産に係る相続税の納税

猶予制度の創設

・個人事業者の事業用資産に

係る贈与税の納税猶予制

度の創設

・教育資金一括贈与、結婚・

子育て資金一括贈与非課

税措置の見直し（受贈者の

合計所得金額 万円以

下に限定等）

（注）１． 年 月 日、森賀津雄税理士の「ＦＰが知っておくべき平成 年度税制改正の概要」（ 研修セン

ター主催セミナー）にて紹介があった「税大ジャーナル 」を基に、土地総合研究所が作成。

２．住宅取得等贈与税非課税限度額の推移（単位：万円）

適用年 一般住宅 長期優良住宅等

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成
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平成

平成 ～

平成 ～令和

令和 ～令和

令和 ～令和

注 （ ）内は、消費税率が ％に引き上げられた場合の贈与税非課税限度額である。


